










計画の構成と期間 　第五次平内町長期振興計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」により
構成し、それぞれの性格と目標年次・期間を次のように定めます。

基本構想
　基本構想は、町を取り巻く社会経済情勢の変化の長期的見通しとまちづく
りの基本理念に基づいて、当町の目指す将来像を明らかにするとともに、まち
づくりの主な指標や施策の大綱及びこれらを実現するための戦略などを示す
ものであり、長期的な町の行財政運営の根幹となるものです。
　目標年次は平成３２年（西暦２０２０年）とします。

基本計画
　基本計画は、基本構想に掲げた施策の大綱を具現化し、目標達成のために
必要な基本的施策を総合的、体系的に示したものです。町が行う施策・事業の
ほか、町民との役割分担や県・国などに対する要望も内容としています。
　目標年次は平成３２年（西暦２０２０年）としますが、社会経済情勢の急激
な変化に対応するため、平成２７年度（西暦２０１５年）に過去５年間の実績
と達成状況を踏まえ、平成２８年度（西暦２０１６年）から平成３２年度（西暦
２０２０年）までの５カ年を見直します。

実施計画
　実施計画は基本計画で定めた施策・事業の実施に係る年次計画として、必
要な財源の調整を行った町政の具体的計画で毎年度の予算編成の指針となる
ものです。向こう５カ年の計画を策定し、毎年度※ローリング方式により更新
します。

第五次長期振興計画

みんなで創ろう
ひらないまち
～協働のまちづくり～

基本構想

第１章
環境にやさしく美しい町

第１節　自然環境の保全とエコ（ECO）対策の充実 
第２節　快適な生活環境の整備
第３節　ゴミ処理対策の推進
第４節　上下水道の充実

第１節　農業経営体質の強化と複合経営の推進 
第２節　ホタテブランド化による漁業の振興
第３節　地域に根ざした商店街の活性化 
第４節　自然と農林漁業を生かした観光の推進

第１節　教育環境の充実 
第２節　生涯学習のまちづくりの充実
第３節　芸術・文化の推進
第４節　スポーツ・レクリエーションの振興
第５節　男女共同参画社会の推進
第６節　国際交流の推進 

第１節　計画的土地利用の推進 
第２節　住環境の充実
第３節　交通体系の充実
第４節　消防・防災体制の充実
第５節　交通安全・防犯対策の充実
第６節　高度情報システムの充実 

第１節　行政改革と町民参加による協働のまちづくりの推進 
第２節　財政運営の健全化 
第３節　広域行政の推進 

第１節　社会福祉の充実 
第２節　保健・医療・福祉の充実 

第２章
活力ある産業の町

第３章
心がふれあう福祉の町

第４章
心豊かなひとづくりの町

第５章
快適で安全な町

第６章
健全で効率的な行財政の町

基本計画
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計画の背景

自然と歴史 　当町は青森県のほぼ中央にあり、中心地の小湊は県都青森市から東方約
２５ｋｍ（国道４号）の場所に位置し、東西２０．６４ｋｍ、南北２３．２２ｋｍ、
総面積２１７．００ｋ㎡を有しています。東南方は野辺地町、東北町と七戸町、
西方は青森市に隣接し、北方は陸奥湾に夏泊半島が突出し、南北に山岳地
帯、中央部が平坦地となっていて里山型を呈しています。地質は沖積層で農業
に適していますが、特別豪雪地帯に指定されているほか、６月から７月にかけ
て※ヤマセ（偏東風）が吹いて低温が続くこともあるなど、必ずしも気象条件
に恵まれているとはいえません。

　当町は、明治４年の廃藩置県で、青森県第一大区、七小区に編入され、平内
村の呼称で小湊に戸長役場が置かれました。明治２２年村制が施行された
際、東平内村、中平内村、西平内村の３村に分かれ、昭和３年に中平内村は小
湊町として町制を布きました。その後、町村合併促進法に基づき昭和３０年３
月３１日に１町２村が合併し、町名を歴史的にも意義深い平内町としてスター
トしました。
　平成７年に地方分権一括法によって合併特例法の改正が行われ、住民の直
接請求により法定合併協議会の設置を発議できる制度の新設や、※合併特例
債を中心とした財政支援措置の拡充がなされ、以降、市町村合併が政府に
より強力に推進されました。当町でも平成１４年度に青森市との合併を検討
しましたが「住民アンケート」の結果を尊重して合併しない選択をし、現在に
至っています。
　また、古くには津軽藩領として南部藩と国境を接し、交通の要所として発展
してきましたが、産業の中心である農業・漁業は規模が比較的零細であること
や気象条件に生産が大きく左右されるなど、住民にとっては厳しい生活が続
いていました。
　さらに近年は、県都青森市の求心力に若年層を中心とした人口流出が続
き、農業・漁業を中心に後継者不足が深刻化しつつあります。技術改良など生
産向上に向けた地道な活動が続けられ、特に漁業は、昭和３９年のホタテ種
苗生産の成功により、捕る漁業からつくり育てる漁業へと力が入れられ、現在
では単一漁協単位での水揚げ高が日本一を誇るホタテ養殖業にまでに成長
し、関連加工産業と合わせ、町の基幹産業となっています。

菅江真澄歌碑と冬のむつ湾

※ヤマセ・・・・・・
　
※合併特例債・・・

北海道及び東北地方で春から秋に、オホーツク海気団より吹く冷たく
湿った東風のこと

市町村合併後の地域振興や旧地域間の格差是正などの名目で借入できる
地方債（借金）のこと
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社会と経済の動向 　アメリカの※サブプライムローンに端を発し世界的経済不況がもたらした、
大型リストラや中小企業の倒産など雇用、経済情勢の厳しい中、政界におい
ては政権交代により大きな変革を迎えている現在、私たちを取り巻く情勢も
地方分権から地域主権に変わりつつあります。地方・地域がそれぞれの実情に
合った、より適切で柔軟な行財政運営ができる半面、これまで以上に事業や
政策に成果が求められ責任が伴います。
　このことから、住みよいまちづくりを推進するため、生活環境や都市基盤、
産業経済、行財政などの社会経済情勢の変化に的確に対応し、将来の町の方
向性が見える施策展開が求められると同時に、町民や事業所、行政との協働し
た取り組みが期待されています。
　これを受けて、現在、時代の潮流として平内町を取り巻いている７つのまち
づくりの課題について、その動向を展望しながら今後に向けた対応の方向性
を示します。

■ 環境にやさしいまちづくりへの対応 ■
　高度経済成長時代の大量生産・大量消費を経て、現代は※循環型社会の形
成を目指し、廃棄物量の抑制や資源の※リサイクルが重要な課題となっていま
す。また、当町の基幹産業となっているホタテ養殖や観光産業にも関係する陸
奥湾の水質保全を重点課題に、計画的な森林施業による水害・土砂災害の防
止など環境の維持・保全に多くの課題を抱えています。次代を担う子どもたち
に美しい景観と豊かな自然環境を守り伝えるためには、生産、流通、消費の各
段階において、町民や事業所、行政が協働して取り組むことが必要です。
　自然環境と町民の生活環境の調和のとれたまちづくりを進めていくために
は、土地利用計画に基づいた適正な都市的土地利用を進める地域と、農地を
含めた開発を抑制するべき自然景観地域をより一層明確に区分する必要が
あります。そして、町全域において、ゴミや空き缶のポイ捨てがなく、住民※モ
ラルの高いまちづくりと資源ゴミのリサイクル率を高める環境対策の充実を
図っていく必要があります。特に、水産資源の宝庫といわれる陸奥湾の水質
浄化には、町民意識の高揚とともに森林の持つ高度な循環機能の維持・保全
に町民の努力を結集していく必要があります。
　また、世界規模で環境問題となっている「地球温暖化防止」に対する様々な
取り組みが行われています。当町でも家庭内でできる身近な※エコ（ＥＣＯ）の
取り組みを推進するとともに行政機関におけるクリーンエネルギー導入を積極
的に推進します。

■ 快適で安全なまちづくりへの対応 ■
　社会構造の変化や少子高齢化が進む中で、全ての町民が住みやすい住環境
を創り出すことが求められており、快適でうるおいのある生活のため、道路や
上下水道等の※ライフライン整備の充実をはじめ、景観形成や自然と調和する
公園整備等を計画的に進めていく必要があります。

海岸清掃活動

※サブプライムローン・・
※循環型社会・・・

※リサイクル・・・・
※モラル・・・・・・
※エコ（ECO）・・・
※ライフライン・・・

社会的信用力の低い消費者に住宅購入資金を融資する金融商品

有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能
な形で循環させながら利用していく社会のこと

不良品や廃棄物等を再生利用すること

道徳、倫理、道義

ここでは環境に配慮した取り組み（エコロジーの略）

水道、電気、ガス等の日常生活を継続するために必要不可欠なシステム
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社会と経済の動向 　都心に比べて公共交通機関を使った移動手段に乏しい当町周辺では、幹線
道路整備が進み、自動車が日常生活における交通手段として定着している今
日、目的地までのより快適なドライブのため、土屋バイパスや茂浦トンネルの
全線開通が大きな住民要望となっています。
　一方で、地球温暖化の影響といわれる気候変化に伴い、全国的に※ゲリラ豪
雨等の自然災害が多発している状況から、行政側の危機管理意識を高め、治
山や治水、急傾斜地の整備や防災体制の充実などに引き続き取り組んでいく
とともに、今後は防災意識の高揚を図る取り組みと合わせて、地域の自主防災
組織等による町民と行政が協働で行う体制づくりを強化していく必要があり
ます。

■ 活発な産業が生む明るいまちづくりへの対応 ■
　日本経済は※リーマンショック以後の世界同時不況により戦後最悪の状態
に陥りました。当町においても悪化する経済状況により失業者の増大や雇用
不安など深刻な影響を受けています。これに加えて異常気象による農作物や
水産物の生産量の減少と価格低迷は、将来に対する不安を増嵩させ、住民の
町外流失を加速させる最大要因になっております。
　このように雇用の場の確保が大きな課題となっている現状において、当町
の基幹産業であるホタテ養殖漁業を、安定した経済の中核産業として維持・
発展させるために若い人たちにも安心して漁業を定職とすることができるよ
う、活気と魅力にあふれた産業に育成する必要があります。
　また、農林業、漁業、商工業及び観光産業の連携や融合による新たな加工
産業を創出するなど、地域に密着した当町ならではの産業の推進によって、若
い人たちを中心とした雇用の拡大を図っていく必要もあります。
　さらに、住民が安心して暮らせるまちづくりに向けて、生活基盤の充実を
図り、利便性やゆとりの空間など生活スタイルに配慮した都市的機能向上
が重要となります。

■ 心がふれあう福祉のまちづくりへの対応 ■
　全国的な少子高齢化の急速な進展によって、当町でも高齢者の割合が
２０％以上となり、高齢者が高齢者を介護するといったような将来に対する不
安から、高齢者ばかりでなく家族などの介護する側にも、地域における福祉対
策の充実を望む声が高まっています。
　このような高齢社会の中で、若い人たちも巻き込んで地域が高齢者を支え、
あるいは高齢者同士が助け合いながら生きがいを持ち、高齢者一人ひとりが
安心して快適に生活ができ、健康と長寿を喜びあえるようなまちづくりを実現
するため、拠点施設を中心として高齢者一人ひとりに見合ったきめ細かな※ケ
アと健康管理を在宅で行えるよう、福祉※ボランティアや医療機関なども参加
した町独自の※ネットワークによる高齢者福祉対策システムの確立や、高齢者
の社会参加、自立と助け合いを促進する生きがい対策の充実を図っていく必
要があります。

救命講習会

※ゲリラ豪雨・・・・
※リーマンショック・・・

※ケア・・・・・・・・
※ネットワーク・・・

予測困難な突発的で局地的な豪雨
アメリカの投資銀行である「リーマン・ブラザーズ」が破たんした世界的
経済危機に照らして呼ぶ表現
介護、世話
人間や組織の繋がり、コンピュータによる情報通信網
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社会と経済の動向 ■ のびのびと子どもを育てるまちづくりへの対応 ■
　親による乳幼児や児童・生徒の虐待をはじめ、児童・生徒の凶悪な犯罪が全
国で続発するなど、幼少期の子どもたちを巻き込んだ心や人格の歪みともい
える事件が後を絶たず、その要因として遊びを含めた生活環境に少子化の弊
害が指摘されていることなどから、幼少期における環境と心の教育が重要視
されています。
　今後は、当町でも深刻な少子化傾向に対応し、安心して子育てのできる環
境のもとに、家庭や社会が子どもを育てるまちづくりを目指し、他人を思いや
る気持ちや悪いことを悪いと言えるような家庭でのしつけや、地域社会での
住民の協力による子育て支援や非行防止対策の充実を図るなど、乳幼児や児
童・生徒の虐待はもちろん、学校でのいじめなどのない生活や教育環境を作っ
ていく必要があります。

■ スポーツの活発なまちづくりへの対応 ■
　野球やサッカーなど大人から子どもまで気軽に楽しめるスポーツは多く、個
人個人が競技・運動・娯楽として生活の中に取り入れて楽しんでいます。
　しかし、社会人の中には仕事が忙しく、運動不足で※生活習慣病になる人も
多いのが現状です。
　競技スポーツは、体力をつけるためだけでなく、精神面の鍛錬やチームワー
クの重要性の認識を促進するもので、また、適度な軽スポーツは、健康の維持
に欠かせないものとなっています。
　町民の健康と体力維持・増強を目的としたスポーツの振興とスポーツによる
町の活性化を図るためには、現在の課題である公認競技の導入や施設の老朽
化と分散を解決し、競技スポーツのレベルの向上によってスポーツ人口を増加
させるような環境を整備していく必要があります。

■ 住民との協働のまちづくりへの対応 ■
　町民の参加と協力を得ての協働のまちづくりを進めていくためには、町民と
行政の相互理解に基づき問題の解決にあたるなど、町民が意見や提言を述べ
やすい雰囲気を持つ開かれた行政を築いていくことが必要です。行政は町民
の立場に立って物事を判断し、また、町民の意見に真剣に耳を傾ける必要があ
ります。
　このためには、※高度情報化社会に対応した適切な情報提供はもちろんのこ
と、接遇などに改善要望がしばしば聞かれる町民の声やアンケート結果を受
けて、町民に応対する役場や医療関係職員のこれまで以上の気配りや旺盛な
サービス精神と高い職務遂行能力の養成によって、公共施設内外での町民が
親しみやすい開かれた環境づくりと町民本意の行政や医療を確立していきま
す。

スポーツ交流大会

※生活習慣病・・・

※高度情報化社会・・・

糖尿病、脂質異常症、高血圧症・高尿酸血症など、生活習慣が発症原因
に深く関与していると考えられている疾患の総称

情報サービスや情報処理技術が発達した社会
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平内町の将来目標

まちづくりの
基本目標

まちの将来像を実現するため、次の６つを基本目標に掲げます。

　１．環境にやさしく美しい町
　２．活力ある産業の町
　３．心がふれあう福祉の町
　４．心豊かなひとづくりの町
　５．快適で安全な町
　６．健全で効率的な行財政の町

１．環境にやさしく美しい町
　自然環境と生活環境の調和がとれた社会形成に向けて、環境意識の普及啓
発に努めるとともに、町民・事業所・行政が協働して推進する循環型社会の実
現に向けて取り組みます。さらに、地球規模で取り組みが求められている温室
効果ガス（ＣＯ2 等）削減のため、リサイクルやエコ（ＥＣＯ）などの資源の有効
活用や省エネルギーの普及を図ります。
　私たちが生まれ育った素晴らしい自然環境を後世に守り伝え、全ての町民
が誇れる環境にやさしく美しい町を目指します。

２．活力ある産業の町
　農林業、漁業、商工業及び観光産業を活力に満ちたたくましい産業として
育成し、地域に密着した町独自の産業の振興と雇用の場を拡大するため、そ
れぞれの経営基盤を強化し、新たな加工産業の創出や産業間同士の融合を推
進します。さらに農林漁業と連携した魅力ある商店街の形成や観光施設の整
備・拡充を進め、行き交う人が生き生きとした活力ある産業の町を目指しま
す。

夜越山での記念植樹
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３．心がふれあう福祉の町
　町民共通の願いである「生涯を通じて心身ともに健康で、生きがいのある
生活を送ること」の実現に向けて、高齢者や障害者、その家族が将来に不安
なく地域で安心して暮らせるようにします。また、家庭や地域、行政が一体と
なった地域福祉社会の構築と、福祉・医療機関やボランティアなども参加した
生涯にわたる町民の健康の基盤づくりを進め、笑顔のたえない心がふれあう
福祉の町を目指します。

４．心豊かなひとづくりの町
　豊かな心と時代を切り開くたくましさを持つ人材を育成するため、未来を担
う子どもたちの優れた人間性や広い視野を持つ国際性を養うなど、学校や家
庭、地域が相互の連携を強化しながら、個性豊かでのびのびとした子どもを
育てる教育環境づくりを進めます。
　また、町民が必要に応じて多様な学習機会を選択でき、芸術や文化、ス
ポーツ・レクリエーションに親しむことによって、個性を伸ばし、発揮できる
環境の整備を進め、町民一人ひとりが自信と思いやりに満ちた心豊かなひと
づくりの町を目指します。

５．快適で安全な町
　「住んでみたい」、「住み続けたい」まちづくりのため、適正な土地利用のも
と道路、下水道、公園などの生活基盤整備を計画的に行います。また、安心・
安全なまちづくりのため、高齢者や子どもにも配慮した防犯・安全対策の充
実を図るなど、やすらぎと安心感が実感できる快適で安全な町を目指します。
そして、町民一人ひとりの防災・防犯意識を高めながら、地域消防団の育成や
活動支援を強化し、より一層町民と行政が協働で防災・消防・緊急体制を充実
させていきます。

６．健全で効率的な行財政の町
　町民が納得する計画的なまちづくりを進めていくため、弾力的で健全な財
政とスリムで効率的な行政を目指し、将来的な見通しとして事業の優先順位
のもとに、行政主導のものづくり中心から、町民参加、町民主導の※ハード・
※ソフト事業への転換を図ります。
　また、地方債の発行をできる限り抑制するとともに、自主財源の確保によっ
て財政の硬直化を防止します。さらに、透明性が高く町民本意の開かれた行
政を実現するため、情報の公開、情報伝達の迅速化と住民※ニーズに的確に対
応できるよう職員の養成に努めるなど、将来に不安がなく町民パワーにあふ
れた健全で効率的な行財政の町を目指します。

安全・安心まちづくり推進大会

※ハード事業・・・・
※ソフト事業・・・・
※ニーズ・・・・・・

ここでは施設の建設等をいう

ここでは施設の運営方法や各種支援・補助事業等をいう

要求、要望、需要

まちづくりの基本目標
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施策の大綱

自然環境の
保全とエコ（ECO）
対策の充実

快適な
生活環境の整備

ゴミ処理対策の
推進

　当町の恵まれた自然環境とやさしく美しいまちづくりが全町的な機運とな
るよう、町民・事業所の意識の向上やその活動を支援します。
　水産資源の宝庫である陸奥湾については、漁業者自らも海にゴミを投棄し
ないなどの意識の高揚を図るとともに、良好な水質の保全を図るため、保水
力に優れ、きれいな水を育む広葉樹の植林を進めます。同時に地球の温暖化
や災害を招くことにもなる森林の乱開発を防止します。
　さらに、※温室効果ガス（CO2 等）の排出を抑制するため、公用車における
※エコカーの導入を図るほか、新エネルギーについても地域特性を考慮しなが
ら導入に努めます。
　また、公害のない地域社会を築くため、その発生の防止と的確な把握のも
とに規制・指導の強化に努めます。

　快適で安全な生活と潤いと安らぎに満ちた生活を実現するため、雪対策や
買い物などの生活の利便性を高めるための都市機能の充実を図るほか、町民
が親しみを持って気軽に利用できる緑地の維持や整備を進めます。
　また、「心のゆとりを育てる花と緑を植える活動の実践」を目標に花壇づく
りなどの美化活動や景観に配慮した街並みの形成に努めます。

　持続的発展を可能とする社会を目指し、大量生産・大量消費・大量廃棄の
構造を転換し、資源循環型社会の実現のため、ゴミ減量化対策の充実とリサ
イクル率向上の促進強化を図り、家庭におけるゴミの分別を一層進めるとと
もに、ゴミの減量や再資源化に努めます。さらに、ゴミの不法投棄について
は、関係機関や町内会と連携しながら町民一人ひとりの自覚と協力を喚起し、
ゴミのないきれいなまちづくりに努めます。

家庭ゴミのリサイクル

環境にやさしく美しい町

※温室効果ガス・・
　（CO2 等）
※エコカー・・・・・
※キャンペーン・・

地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもた
らす気体の総称（二酸化炭素など）

大気汚染物質の排出が少なく環境への負荷が少ない自動車。

啓蒙宣伝活動
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上下水道の充実 　上水道は町民生活を支える重要なライフラインであり、安全でおいしい水
を安定的に供給するために、長期的視点に立った水道施設の整備など給水事
業の充実と町民だれもが安心して飲めるように定期的な水質検査の公表をし
ます。
　下水道は、町民生活の快適性と都市基盤の一環として若い人の定住を促進
するとともに、河川を通じて海の環境汚染を防止することから下水道計画に
基づく適切な事業の推進によって、下水道の普及・加入促進および市町村設置
型合併処理浄化槽の推進により、町内の※汚水処理率の向上を図ります。

不動の滝

※汚水処理率・・・ 汚水が、下水道や合併処理浄化槽等の生活排水処理施設により衛生的に
処理されている人口の割合のこと

環境にやさしく美しい町
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